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空港経営改革の導入タイミングについて 

  空港経営改革は，「出来るだけ早い時期」で，かつ「より多くの事業者の参画が期待できるタイミング」で

導入することが望ましい。 

  このため，早い段階で導入に向けた国等との本格的な調整を開始するとともに，地元の機運を高める

ための仕掛けを作っていくことが必要ではないか。 

 
 

≪前提条件（コンセッション手続きのプロセス・期間）≫ 

 空港経営改革は，「実施スキームについての地域等との合意」や「実効性のある事業計画に基づいた選定」，「事業の円滑な
引継ぎ」などを考慮し時間をかけて進められるため，地域が導入判断してから民間委託開始までに３年程度は要する。 

③より多くの事業者によるコンセッション手続きへの参加 
 より良い提案を引き出すには，多くの事業者が参加することが望ましい。参画可能性のある事業者からは「コンセッション
手続の期間やコストを考慮すると案件が重複することは望ましくない」との声もあり，他の案件の動向も考慮することが必要。 

①競争環境を踏まえた適時の導入 
 国の訪日外国人の増加に向けた取組みが加速する中，地域間競争や空港間競争がこれまで以上に激化することが予想
されるため，推進体制の強化は喫緊の課題。 

≪空港経営改革を成功させるための条件≫ 

②地域と空港の連携に向けた環境づくり 
 空港が地域と連携して広島空港の活性化に取り組むためには，「地域として広島空港の活性化をバックアップする環境」が
構築されていくことが重要になる。民間による空港運営に先立って地元の機運を高めていくことも必要。 

◆導入タイミングの検討において考慮すべきポイント 
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（民間事業者の動向） 
• 関空，仙台の空港コンセッションを契機に，多くの事業者が空港事業への参入に意欲を示している。（プレーヤーが増加し競争環境が醸成されつつある） 
• 民間事業者による広島空港の評価は高く参入意欲は高い。（羽田線の底堅さ・ｲﾝﾊﾞｳﾝﾄﾞのﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ（アジアに近い地理的特性/中四国の中心の立地）） 
• コンセッション手続きには期間・コストがかかるため，案件重複を避けるべきとの声もある。（特に福岡，新千歳などの大型案件との重複） 

■平成30年4月頃に空港運営事業開始 
 ・Ｈ27.10～マーケットサウンディング実施 
 ・Ｈ28.7.8  実施方針を策定・公表 
 ・Ｈ28.9頃 募集要綱を策定・公表予定 
 ・Ｈ30.4頃 空港運営事業開始予定 

■滑走路処理容量（16.7万回）を超過（H26実績17万回） 
 →混雑空港に指定（H28.3.28〜） 
■平行誘導路二重化(H31年3月)（処理容量17万回） 
■滑走路増設(H37年3月)（処理容量18.8万回） 
■H31年度を目途に空港運営事業開始 

福岡空港 ■平成24年7月から関空・伊丹の一体運営 
■平成28年４月から運営権事業開始 
（関西エアポート（株）※） 
■LCCの拠点化も進みﾈｯﾄﾜｰｸを大幅に拡大中 
※オリックス・ヴァンシ連合の設立したSPC 

高松空港 

関西国際空港 

伊丹空港 
広島空港 

■H28.3.28～香港路線就航（デイリー） 
  （Ｈ28.7.16～週2便に減便予定） 
■Ｈ28.7.14～台湾線ＬＣＣ就航（週３便） 
■Ｈ28.10末～運用時間の30分延長 

岡山空港 

■Ｈ30年春頃に空港運営事業開始を目指す方針 
 ・H28.6  関連条例の改正（神戸市会） 

神戸空港 

米子空港 

■香港路線就航（週２便） 
※時期未定 
  

（その他の空港） 
• 仙台空港・・・平成28年7月から民間による空港運営が開始（運営権者：仙台国際空港（株）） 
• 北海道・・・・・新千歳を中核とした道内複数空港の空港経営改革の導入を目指す方針を知事が表明（Ｈ28.3.3道議会にて） 
• 静岡空港・・・平成28年５月からマーケットサウンディングを実施（Ｈ31.4頃空港運営事業開始予定） 

（参考）他空港の状況 
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■H28.327～ 
羽田便増便（４便→５便） 
那覇線就航（１便） 

岩国空港 



（参考）空港経営改革を導入する場合の標準的なスケジュール 

1年目 2年目 ３年目 ４年目 

投
資
意
向
調
査
に
向
け
た
基
本
ス
キ
ー
ム
案
の
調
整 

（地
元
が
ス
キ
ー
ム
に
反
映
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
国
に
要
望
） 

※先行事例等を参考に作成したもの。（年度当初に本格検討の開始表明を行った場合
の最速スケジュール。調整期間や準備の開始時期により前後することはあり得る。） 

③
実
施
方
針
の
公
表 

⑤
募
集
要
綱
・事
業
者
選
定
基
準
等
の
公
表 

①
地
元
（県
）に
よ
る
本
格
検
討
の
開
始
表
明 

準備段階 事業者選定手続き 

事
業
者
選
定
の
実
施
方
針
の
調
整 

（マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
を
踏
ま
え
た
基
本
ス
キ
ー
ム
の
修
正
等
） 

⑥
優
先
交
渉
権
者
の
選
定
・基
本
協
定
の
締
結 

⑦
運
営
権
設
定
・実
施
契
約
の
締
結 

引継期間 民間運営 

⑧
ビ
ル
施
設
等
事
業
の
開
始 

⑨
空
港
運
営
事
業
（基
本
施
設
等
）の
開
始 

第1次審査 

競争的対話 

第二次審査 

市場の反応 地域の意向 

マッチング・調整 

・資格審査 
・提案審査（書類） 
※３者程度に絞込み 

・国・自治体・関係事業
者等との意見交換 

・提案審査（プレゼン含む） 
※優先交渉権者の決定 

参画検討 
・マーケットサウンディングへの参加・意見提出 
・地域のニーズの把握（自社リソースの活用可能性） 
・事業性評価（将来ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ，関連事業とのｼﾅｼﾞｰ，ｽｷｰﾑ等） 
・連携パートナー（コンソーシアムの構成）の検討 

事業提案 
・事業計画（5年後・30年後の利用目標と投資計画等） 
・応札価格（施設状況や将来収支等） 
・航空会社との交渉（運営後を見据えた路線誘致） 
・地元企業・関係者との調整（事業連携等） 

参画する事業者の想定される動き 

国の基本的な方針 

②
投
資
意
向
調
査
（マ
ー
ケ
ッ
ト
サ
ウ
ン
デ
ィ
ン
グ
） 

※選定基準等は，審査委員会の意見を聴いて策定される。 
  （審査委員会は学識経験者，地元関係者等で構成）  

④
審
査
委
員
会
の
設
置 

地元機運の醸成・情報発信 （例）仙台空港600万人・5万トン実現サポーター会議，福岡空港等の運営及び地方創生に関する研究会（九経連）等 

空ビルの譲渡価格の調整 
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（参考）地元による機運醸成・情報発信の取り組み 
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